
令和８年度 成年後見制度普及啓発講座

講座 「知って安心！成年後見制度」
～制度の基礎と活用方法～
講師 山口県社会福祉士会
社会福祉士 安光 洋平 先生

～成年後見制度って何？？～
成年後見制度とは認知症や障がい等によって、判断能力が不十分な
方のお金の管理や契約等に関する手続きについて、法律的に支援す
る制度です。
本講座を通して、制度の基礎と活用方法について学ぶことができま
す。また、成年後見制度に関する市の相談窓口「成年後見センター」に
ついても説明します。

日時 令和８年９月４日（金）１４：３０～１６：００
（受付14：00～）

会場 厚狭地域交流センター２階第１研修室ABC

対象 市内在住、在勤、通学の方 定員 先着５０名

申込締切 令和８年９月３日（木）

WEB申請
はこちら

申込み・問合せ先：市高齢福祉課 0836-82-1149

要約筆記
手話通訳 あり
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